
掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

第

回
大
分
県
民

ス
ポ
ー
ツ
大
会

９
月
９
日
㈯
～
11
日
㈪
を
主

日
程
に
（
一
部
は
別
日
程
）、
大

分
市
・
別
府
市
な
ど
大
分
地
区

を
主
会
場
に
開
催
し
ま
す
。
別

府
市
選
手
団
に
熱
い
応
援
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
市
内
で

は
次
の
５
競
技
が
行
わ
れ
ま
す
。

自
転
車
競
技
（
ト
ラ
ッ
ク
）

　

８
月
26
日
㈯　

別
府
競
輪
場

議
員
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
競
技

　

９
月
２
日
㈯
、
３
日
㈰

野
口
原
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場
ほ
か

水
泳
競
技

　

９
月
10
日
㈰

　

別
府
市
営
青
山
プ
ー
ル

サ
ッ
カ
ー
競
技

　

９
月
９
日
㈯
、
10
日
㈰

別
府
市
営
実
相
寺
サ
ッ
カ
ー
場
ほ
か

ク
レ
ー
射
撃
競
技

　

９
月
９
日
㈯
、
10
日
㈰

別
府
市
営
湯
山
ク
レ
ー
射
撃
場

※
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問  

ス
ポ
ー
ツ
推
進
課  

☎
（21）
８
０
８
８

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

期
間　

９
月
21
日
㈭
～
30
日
㈯

秋
は
夕
暮
れ
の
早
ま
り
に
よ
り

交
通
事
故
が
多
発
す
る
季
節
で
す
。

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
と
、

街
頭
啓
発
や
交
通
安
全
の
呼
び
か

け
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
子
ど
も
や
高
齢
者
へ
思
い
や
り

の
あ
る
運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
道
路
を
横
断
す
る
と
き
に
は
、
手

を
上
げ
る
な
ど
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に

横
断
す
る
意
思
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

・
夕
暮
れ
時
は
早
め
に
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
点
灯
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

・
自
転
車
は
歩
行
者
を
優
先
し

て
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
飲
酒
運
転
、
妨
害
運
転
は
絶

対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課　

☎
（21）
１
１
３
４

９
月     
日
～　

日
は

「
別
府
市
男
女
共
同

参
画
週
間
」
で
す

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
と
は
、

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
、

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、
自
ら

の
意
思
に
よ
っ
て
活
躍
す
る
こ
と

が
で
き
る
社
会
で
す
。

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
よ

り
、
職
場
環
境
や
家
庭
生
活
の
充
実
、

地
域
力
の
向
上
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

別
府
市
は
国
際
観
光
温
泉
文
化

都
市
と
し
て
更
に
発
展
す
る
こ
と

を
願
い
、
全
て
の
市
民
が
お
互
い

に
人
権
を
尊
重
し
、
責
任
を
分
か

ち
合
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
ま
ち

べ
っ
ぷ
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

問

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー　

☎
（21)
８
２
８
９

事
業
継
続
支
援

相
談
窓
口

日
時　

①
９
月
11
日
㈪

　

②
９
月
25
日
㈪

９
時
～
16
時

※
１
組
約
90
分
。
４
組
ま
で
。

場
所　

別
府
商
工
会
議
所
３
階

　

特
設
ブ
ー
ス
（
中
央
町
）

対
象　
︻
法
人
︼
本
社
が
別
府

市
に
あ
る
も
の

　
︻
個
人
事
業
主
︼
主
た
る
事

業
所
が
別
府
市
内
に
あ
る
も

の
、
ま
た
は
代
表
者
が
別
府

市
に
居
住
す
る
も
の

相
談
員　

中
小
企
業
診
断
士
、

　

大
分
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

　

支
援
セ
ン
タ
ー
、
エ
リ
ア　

　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

持
ち
物　

会
社
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
決
算
書
・
申
告
書
な
ど

申
込
期
限

①
9
月
8
日
㈮　

17
時
ま
で

②
9
月
22
日
㈮　

17
時
ま
で

※
完
全
予
約
制
で
す
。

申
込
方
法　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
事
業
継
続
支
援

　

相
談
窓
口
」
か
ら

　

申
込
み
▼

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

み
で
き
な
い
事
業
者
に
つ
い

て
は
、左
記
へ
電
話
で
申
込
み
。

産
業
政
策
課

　

☎
（21)
１
１
３
２

問

76

市報べっぷ7 2023.9

別府市が行う協働のまちづくりに関する事項の調査やアドバイスをしていただくため、
「別府市協働のまちづくり推進委員会」の委員を募集します。委員会は今回の公募者の

ほかに、学識経験者、協働のまちづくりを行っている市民またはその代表者、市の職員などで構成されます。

対　　象　20 歳以上の市内在住・在勤・在学者で年３回
　　　　　程度の委員会に参加できる人
　　　　　※委員会は日中に市役所内で開催予定
　　　　　※別府市職員、市議会議員は除く
募集人数　２人
任　　期　 委嘱の日から２年（令和５年 11 月に委嘱予定）
報　　酬　１回の出席に対し 4，900 円
募集期間　９月１日（金）～ 21 日（木）
応募方法　公募委員申込書に必要事項を記入のうえ、『協

働のまちづくりをすすめるために必要なこと』をテー
マにした意見を 400 字程度にまとめて、右記の申込先
へ郵送、メールまたは直接窓口へお持ちください。

　※応募書類は返却しません

申込書配布方法 ➀自治連携課窓口　
　➁市ホームページからのダウンロード
　「トップページ」→「募集」→「別府市協働のまちづくり

推進委員募集」
選考方法　書類審査
結果通知　10 月上旬に郵送により通知

〒 874-8511
　別府市上野口町 1 番 15 号　
　市役所２階

申 問　自治連携課　☎２１－１１２５　
　　　　　　　　　                             　aup-pf@city.beppu.lg.jp　

   別府市協働のまちづくり推進委員
＼募集します !!／
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子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
相
談

　　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
９
月
28
日
㈭ 

16
時
～
18
時

場
所　
光
の
園
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

　
　
　
パ
ー
ネ
ム
内（
荘
園
8
組
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環

境
に
関
す
る
悩
み
に
つ
い
て
、

法
律
や
人
権
の
観
点
か
ら
弁

護
士
に
相
談
で
き
ま
す
。

※
１
人
30
分
程
度
。
要
予
約
。

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭

　

総
合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

人
権
に
関
す
る

各
種
講
座

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

日
時　
９
月
12
日
㈫ 

10
時
～
12
時

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

内�

容　

竹
細
工
の
ペ
ン
ダ
ン
ト

講
師　

安
部
哲
也
さ
ん

定
員　

10
人　

参
加
費　

千
円

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　
９
月
27
日
㈬ 

10
時
～
12
時

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

内�

容　

高
齢
者
の
人
権
問
題

演�

題　

高
齢
者
の
人
権
に
つ
い

て
～
高
齢
者
が
い
き
い
き
と

暮
ら
す
た
め
に
～

講
師　

朝
日
地
域
包
括
支
援
セ

　

ン
タ
ー
主
任
介
護
支
援
専
門

　

員　

田
川
恵
美
子
さ
ん　

　

社
会
福
祉
士　

有
田
愛
さ
ん

◆
身
近
な
人
権
講
座

日
時　
９
月
28
日
㈭ 

14
時
～
16
時

場
所　

北
部
地
区
公
民
館

�

テ
ー
マ　

医
療
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

演�

題　

医
療
と
人
権　
　
　
　

～
患
者
に
な
っ
た
時
、
患
者

の
家
族
に
な
っ
た
時
、
最
善

の
選
択
が
で
き
る
た
め
に
～

講�

師　
別
府
市
医
師
会
立
青
山

看
護　

学
校
専
任
教
員

　

小
林
恭
子
さ
ん

※ 

各
講
座
に
参
加
希
望
の
人

は
、左
記
へ
電
話
で
申
込
み
。

申 

問　

共
生
社
会
実
現
・
部
落
差

別
解
消
推
進
課  

☎
（21）
１
２
９
１

人
権
相
談（
要
予
約
）　

　　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種

相
談
を
電
話
や
面
接
で
お
受
け

し
ま
す
。

日
時　
月
～
金
曜
日 

９
時
～
16
時

　
　
　
（
受
付
15
時
30
分
ま
で
）

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申
問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
（
石
垣
東
10
丁
目
）

☎
（23）
６
１
６
３

「
保
険
金
が
使
え
る
」

に
ご
用
心
！

　

台
風
・
大
雨
な
ど
の
自
然
災

害
の
後
に
、
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く

な
り
ま
す
！

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、

「
火
災
保
険
を
使
っ
て
自
己
負

担
な
く
住
宅
の
修
理
が
で
き

る
」
や
「
保
険
金
が
出
る
よ
う

サ
ポ
ー
ト
す
る
」
な
ど
、「
保

険
金
が
使
え
る
」
と
勧
誘
す
る

住
宅
修
理
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

相
談
が
急
増
し
て
い
ま
す
。

◎
消
費
者
の
皆
様
へ

・「
保
険
金
が
使
え
る
」
と
言

　

わ
れ
た
ら
、
ま
ず
ご
自
身
で

　

ご
加
入
の
損
害
保
険
会
社
に

　

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
サ
ポ
ー
ト
会
社
に
頼
ら
ず
と

　

も
、
保
険
金
の
請
求
は
加
入
者
自

　

身
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
不
安
に
思
っ
た
場
合
は
、
契

　

約
す
る
前
に
消
費
生
活
セ
ン

　

タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
そ
の
他
の
消
費
生
活
に
関
す
る
ト

　

ラ
ブ
ル
の
相
談
も
受
け
て
い
ま
す
。

　
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

　

こ
ち
ら
か
ら
▼

　
　
別
府
市
消
費
者
生
活
セ
ン　

　

タ
ー
（
月
～
金
曜
日　

９
時 

～

　
16
時
30
分
　
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

　

☎
（21）
１
８
８
１

年
金
生
活
者
支
援　

給
付
金
制
度

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

は
、
公
的
年
金
等
の
収
入
や
そ
の

他
の
所
得
額
が
一
定
基
準
額
以
下

の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す

る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て

支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事
務

手
続
は
、
日
本
年
金
機
構
（
年
金

事
務
所
）
が
実
施
し
ま
す
。

対
象
者　

老
齢
基
礎
年
金
、
障

　

害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

　

金
を
受
給
し
て
い
る
人

※
そ
の
他
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
へ
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０（
０
５)

４
０
９
２

国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
夜
間
窓
口

　
「
日
中
、
仕
事
で
納
付
に
行

け
な
い
」「
社
会
保
険
に
加
入

し
た
け
ど
日
中
仕
事
で
脱
退
の

手
続
に
行
け
な
い
」
な
ど
で
お

困
り
の
人
の
た
め
に
夜
間
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
保
険
税
・
保

険
料
の
納
付
や
納
付
相
談
、
加

入
や
脱
退
の
手
続
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
電
話
で
の
納
付
相
談

な
ど
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

９
月
12
日
㈫
、
27
日
㈬

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　
保
険
年
金
課　

☎
（21）
１
１
４
８

市報べっぷ 82023.9

問

　　　　　　　　　　　　　　　　10 月１日現在で住宅・土地統計調査を実施します

　
　これは、住生活に関する最も基本的で重要な調査であり、統計法に基づき実施する国（総務省統計局）の基幹統計調査
です。調査の結果は、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。
　なお、この調査では、紙の調査票での郵送回答または、インターネット（スマートフォンやタブレット端末）でも
回答できます。対象地区に９月上旬から調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。

問 　政策企画課統計分室　☎２１－１２５４



市
営
住
宅
入
居
者
募
集

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

◆
一
般
公
営
住
宅
（
12
戸
）

申�

込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
や
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）。

② 

同
居
す
る
親
族
が
い
る
（
単

身
者
用
住
宅
を
除
く
）。

※ 

西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族

用
）
に
つ
い
て
は
、
入
居
世

帯
の
人
数
が
６
人
以
上
で
あ

る
こ
と
。

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
。

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と
。

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※ 
条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限

が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

◆
単
身
で
申
し
込
む
場
合

　

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格

に
加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
て
い
る
こ
と
。

⑥ 

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と
。　
　
　
　

⑦ 

身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧ 

精
神
障
が
い
者
（
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
～
３
級
）

⑨ 

知
的
障
が
い
者

　
（
療
育
手
帳
Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

◆�

若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

住
宅
（
２
戸
）

申�

込
資
格  

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
③
④
に
加
え
、
次

の
条
件
を
全
て
満
た
し
て
い

る
こ
と
。

⑪
持
ち
家
が
な
い
こ
と
。

⑫ 

控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
上
25
万
９
千

円
以
下

⑬ 

令
和
５
年
11
月
１
日
現
在
の

年
齢
が
35
歳
以
下
の
人
か
ら

な
る
夫
婦
で
他
に
同
居
人
が

い
な
い
こ
と
、
ま
た
は
35
歳　
　

　

以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法�

　

必
要
書
類
を
添
え
、
期
限
内

に
窓
口
ま
た
は
郵
送
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①
婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、
単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、婚
約
済
み
で
当
選
後
、

指
定
の
入
居
日
か
ら
３
か
月
以

内
に
入
籍
予
定
の
場
合
は
、
申　
　

込
み
で
き
ま
す
。

②
当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審　

　

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

　

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

　

は
、
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③
市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し　

　

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

　

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

　

ま
せ
ん
。

④
市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

　

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
込

　

み
は
禁
止
で
す
。

⑤
西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族

　

用
）
に
つ
い
て
は
、
入
居
期

　

間
を
５
年
と
し
、
以
降
毎
年　

　

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト

　
（w

w
w

.oita-jkk.jp)

　
「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　
「
別
府
市
営
住
宅
」

各�

出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。
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申
込
期
間

　

９
月
１
日
㈮
～
11
日
㈪

抽
選
日　

９
月
16
日
㈯

申
込
期
間
中
の
窓
口
開
設
時
間

　

平
日　

８
時
30
分
～
19
時

※
17
時
以
降
の
場
合
は
、
当

　

日
17
時
ま
で
に
予
約
し
て

　

く
だ
さ
い
。

住宅名 募集
戸数 棟 階

数 入居基準

青山 １ C ５

単身者
・

家族

向原 １ A １

石垣原 １ Ａ １

扇山 １ B １

亀川
１ Ｃ １

1 C ３

北中 １ B ３

家族

古賀口 １ D ２

新別府
１ Ａ ２

１ B ２

石田 １ Ａ ４

西別府
（多家族）

１ Ｂ ６

松原
（特公賃）

１ ー ３
若年夫婦・
若年単身者

１ ー ７

◆申込みには「マイナンバー」が必要です
　市営住宅の申込みには、来た人の本人

確認と、申込者（入居者全員分）のマイ

ナンバーの提示が必要となります。「マイ

ナンバーカード」か「通知カード」と本

人確認書類を忘れずにお持ちください。

祝
日
の
ご
み
収
集

　
９
月
18
日
㈪
㈷
は
対
象
地
区
の

ご
み
の
収
集
を
行
い
ま
す
。
朝
８

時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ
た
場
所

に
お
出
し
く
だ
さ
い
。
収
集
日
は

ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
記
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
う
え
、

お
出
し
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　

☎
（66）
５
３
５
３

電
子
レ
ン
ジ
の

分
別
区
分
変
更

　
家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
電
子
レ

ン
ジ
で
、
指
定
ご
み
袋
１
枚
に
収
ま

る
場
合
、
８
月
１
日
か
ら
「
も
や
さ

な
い
ご
み
」
の
収
集
日
に
出
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
指
定
ご
み
袋
１
枚
に
収
ま
ら  

   

な
い
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど   

  

お
り
「
粗
大
ご
み
」
で
す
。

問    

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　

☎
（66)
５
３
５
３
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高齢者と人権
誰もが安心していきいきと暮らせる、
高齢者の人権を尊重した社会へ

　65 歳以上の高齢者が総人口に占める割合を「高齢化
率」と言います。令和５年７月１日現在の概算値で日
本の高齢化率は 29．1％となり、高齢化率の上昇傾向が
続いています。なお、別府市の高齢化率は、令和５年
６月末現在で 34．3％となっています。
　高齢化率の上昇に伴い、高齢者の肉体的または精神
的な衰えにつけこむ虐待、介護放棄、不当な財産処分、
悪徳商法や振り込め詐欺といった人権侵害事件が多発
しています。
　その一方で、年齢を重ね、これまでに培った知識と
経験を活用し、社会において活躍を続ける高齢者も少な
くありません。
　誰もが「いつまでも健康でいたい」「自分らしく生
きたい」と願っています。
　高齢者の人権問題は、現在、または将来、私たち一
人ひとりが、身をもって体験する問題です。
　全ての人が豊かな高齢期を送れるよう、高齢者及び
その家族が孤立することのないよう、地域社会全体で
共生する意識を持ち、誰もが「長生きして良かった」
と思える社会にしていきましょう。

９月の無料人権相談　
お気軽にご相談ください（予約優先）
日時　13 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時　
場所　市役所４階４Ｆ－１会議室
申 問 共生社会実現・部落差別解消推進課
　　　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい

高齢者あんしん電話強化期間
　ひとりで悩まずお電話ください。どうすれば解決
できるか一緒に考えます。（秘密厳守）
日時　９月 12 日（火）～ 14 日（木）９時～ 16 時
☎０５７０－００３－１１０（全国共通・ナビダイヤル）
※ ＩＰ電話は、大分地方法務局人権擁護課の電話
　☎０９７－５３２－３３６８をご利用ください。
相談内容 高齢者に対する暴行・虐待・嫌がらせなど
　　　　　高齢者に関する人権問題
相談員　人権擁護委員・法務局職員
※ 通常は平日８時 30 分～ 17 時 15 分まで「みんなの

人権 110 番」として☎０５７０－００３－１１０
で相談を受け付けています。

問 大分地方法務局人権擁護課
　　☎０９７－５３２－３３６８

別府市心のバリアフリーツアー
　障がいのある人もない人も相互理解を深め、認め合い
受け入れる地域社会の礎を築くことを目的に実施します。

日時 10 月 29 日（日）９時～ 17 時（予定）　※雨天決行 
集合場所　別府市役所正面玄関
行先　 別府市役所 → みかん狩り（日出町関口農園）
　　　 → 杵築城 → 別府市役所
対象者　 在宅の知的障がい者（児）で療育手帳所持者
　　　　（重度障がいの人は保護者同伴で参加できる人）
定員　50 人程度
　　　※定員超過の場合、抽選となることがあります。
参加料　100 円（損害保険代金として当日徴収します）
申込期限　９月 15 日（金）
申込方法　 下記に設置している申込用紙に記入のうえ、
　　　　　提出またはＦＡＸで申込み。
申 問 障害福祉課
　　　☎２１－１４１３　FAX ２２－１７８０
　　　別府市手をつなぐ育成会　☎・FAX ２５－２３７７

別府市制 100 周年記念事業
市民公募事業（前期）募集

令和６年 (2024 年 )、別府市は市制 100 周年を迎え
ます。100 周年記念事業は、このまちの大切な価値を
見つめ直し、守り、磨きをかける活動です。「美しさ」
であふれた別府を 100 年先の未来へ渡すために市民
総参加で取り組み、この記念すべき節目を市民の皆
様で喜び合いましょう。
　市民の皆様が主体となって企画・実施する「別府
市制 100 周年記念事業市民公募事業」を募集し、そ
の費用を補助します。
　多くのご応募をお待ちしています。

募集期間 ８月１日（火）～９月 14 日（木）17 時まで
対象になる活動　 令和６年４月１日（月）～９月 30 日（月）

に実施し、令和６年度内（令和７年３
月 31 日）までに完了する活動

申 問 NPO 法人  BEPPU　PROJECT　☎２２ー３５６０
主催　別府市制 100 周年記念事業実行委員会

◀
詳
細
は
こ
ち
ら
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亀
の
井
バ
ス
乗
合
バ
ス

路
線
の
廃
止　
　
　
　
　

　

行
先
番
号
15
番
「
ラ
ク
テ
ン

チ
経
由
鉄
輪
線
」
は
、
利
用
者

数
の
減
少
や
燃
料
費
の
高
騰
、

運
転
士
不
足
な
ど
に
よ
り
、
令

和
5
年
8
月
31
日
を
も
っ
て
廃

止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
行
先
番
号
16
番
・

26
番
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

長
年
に
亘わ

た

り
ご
利
用
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
厚
く
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

問

亀
の
井
バ
ス
別
府
営
業
所

　

☎
（23)
０
１
４
１

ホ
ー
ム
ビ
ジ
タ
ー(

ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
）
募
集

　

妊
婦
さ
ん
や
子
育
て
家
庭
を

訪
問
し
、
支
援
す
る
ホ
ー
ム
ビ

ジ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
ビ
ジ
タ
ー
に
な
る
に
は
、

養
成
講
座
（
無
料
）
の
受
講
が
必

要
で
す
。（
※
８
日
間　

15
講
座
）

講
座
日
時

10
月
12
日
㈭
～

   

11
月
28
日
㈫　
　
　
　
　
　

　

２
回
目
以
降
、
毎
週
火
曜
日

　

９
時
30
分
～
16
時

場
所　

お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
（
南

　

部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー･

南

　

部
児
童
館
内
）

※
10
月
６
日
㈮
ま
で
に
電
話
か

　

メ
ー
ル
で
左
記
へ
申
込
み
。

  

子
育
て
支
援
課
☎

(21)
１
４
２
７

　

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

に
じ
の
ひ
ろ
ば　

☎
（23)
３
８
０
１

nijinohiroba15@
yahoo.co.jp

就
学
前
教
育
・
保
育

に
関
す
る
計
画
を
策

定
中
で
す

　

本
市
に
お
け
る
就
学
前
教

育
・
保
育
の
質
や
量
を
確
保
す

る
た
め
、今
後
の
就
学
前
教
育
・

保
育
施
設
の
方
向
性
や
取
組
内

容
を
ま
と
め
た
「
別
府
市
就
学

前
教
育
・
保
育
ビ
ジ
ョ
ン
」
の

策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

本
計
画
（
素
案
）
公
表
後
、

説
明
会
及
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。
詳
細
に

つ
い
て
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ「
就
学
前
教
育
・
保
育
ビ
ジ
ョ

ン
」
に
て
随
時
更
新
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

子
育
て
支
援
課

　
　
☎

（21)
１
４
２
７

身
体
の
ゆ
が
み
測
定
会

日
時
９
月
29
日
㈮　

10
時
～
19
時

料
金

２
千
円

定
員    

先
着
23
人

問

内
容
身
体
を
４
方
向
か
ら
撮
影
し
、

体
の
ズ
レ
や
筋
肉
の
緊
張
・
弛
緩
な

ど
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

注
意
事
項

窓
口
ま
た
は
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
９

月
1
日
㈮
か
ら
受
付
開
始
）
ス

カ
ー
ト
な
ど
膨
ら
み
の
あ
る
服

装
は
測
定
で
き
ま
せ
ん
。

場
所
・
申

問

別
府
市
総
合
体

育
館
（
べ
っ
ぷ
ア
リ
ー
ナ
）

　

水
曜
日
休
館　

☎
（21）
２
３
２
３

べ
っ
ぷ
ア
リ
ー
ナ　

テ
ニ
ス
ス
ク
ー
ル
生
募
集

大
人
の
初
心
者
コ
ー
ス
ス
ク
ー
ル

日
程　
９
月
４
日
、
11
日
、
10
月

　

２
日
、
16
日
、
23
日
、　

30
日
、　

11
月
６
日
、
13
日
、　

20
日
、
27

　

日
（
各
月
曜
日
開
催
）

10
時
～
11
時
20
分
（
３
か
月
・
全
10
回
）

　

※
雨
天
時
、
振
替
日
あ
り
。

　

※
ラ
ケ
ッ
ト
貸
出
あ
り
。

場
所　

公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

定
員

12
人

受
講
料　

１
万
５
千
円
（
全
10
回
分
）

※
無
料
で
１
回
体
験
可
能
で
す
。

※
べ
っ
ぷ
ア
リ
ー
ナ
窓
口
ま
た
は
電

　

話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、
お

断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申

問　

別
府
市
総
合
体
育
館

　
（
べ
っ
ぷ
ア
リ
ー
ナ
）

水
曜
日
休
館　

☎
（21）
２
３
２
３

　 　市営温泉運営モニター募集
市営温泉の適正運営及び利用者の満足度向上を図るこ

とを目的に、市営温泉運営モニターを募集します。
活動内容　 ➀毎月４回（10 月のみ２回）、市が指定する

市営温泉を調査する
　　　　　  ➁市営温泉に関する調査表を Logo フォームで提出
　　　　　  ※謝礼金があります。
実施期間 10 月 14 日（土）から
　　　　　  令和６年２月 29 日（木）まで
応募資格 市内在住で市営温泉に関心のある 20 歳以上の人
募集人数 10 人（男女各５人ずつ）
申込方法 Logo フォームで必要事項を記入し、
　　　　      ９月 15 日（金）までに提出してください。
                        応募人数多数の場合は、応募理由などから                    
                        決定します。
　　            　　　　　　　　    申込はこちら▶　
　　温泉課　☎２１－１１２９問

定
例
普
通
救
命
講
習

日
時　

９
月
10
日
㈰　

９
時
～
12
時

場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

※
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

取
扱
い
要
領
、
止
血
法
な
ど

定
員

30
人
（
先
着
順
）

※
電
話
ま
た
は

　

電
子
申
請
で

　

下
記
に
申
込
み
。

※
市
民
及
び
市
内
に
通
勤
通
学

の
人
が
対
象
で
す
。

※
受
講
の
際
は
感
染
症
対
策
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
問　

消
防
本
部
警
防
課

☎
（25）
１
１
２
４

市営温泉に関する調査表を Logo フォームで提出

令和６年２月 29 日（木）まで

患
者
等
搬
送
乗
務
員

基
礎
講
習

日
時

10
月
３
日
㈫
～
５
日
㈭

　

９
時
～
17
時
（
３
日
間
）

場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

※
人
数
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と

　

が
あ
り
ま
す
。

内
容　

患
者
等
搬
送
に
必
要
な

知
識
及
び
技
術

定
員

30
人
（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
に
申
込
み
。

※
受
講
の
際
は
感
染
症
対
策
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
問　

消
防
本
部
警
防
課

　

☎
（25）
１
１
２
４

問



【申請サポート窓口（９月）】
開催日 時間 場所

平日 ９時～ 17 時 市役所１階

４日（月）、14日（木）、26日（火） ９時～ 19 時 市役所１階

10 日（日）、23 日（土・祝） ９時～ 12 時 市役所１階

【出張申請受付（９月）】
開催日 時間 場所

 ６日（水） ９時～ 16 時 南部出張所

 13 日（水） ９時～ 16 時 北部コミュニティーセ
ンターあすなろ館

 20 日（水） ９時～ 16 時 朝日大平山地区公民館
２日（土）、３日（日）、16 日（土）、
17 日（日）、18 日（月・祝） 10 時～ 18 時 ゆめタウン別府２階

９日（土）、10 日（日）、23 日（土・祝）、
24 日（日）、30 日（土） 10 時～ 18 時 トキハ別府店２階

マイナンバーカード・マイナポイントの申請サポート窓口を開設します。

問 申請サポート　情報政策課（１階申請支援コーナー）
　 ☎７５－８５２１　平日８時 30 分～ 17 時
�マイナンバー制度全般 (紛失・その他トラブル等含む )

　マイナンバー総合フリーダイヤル
　 ☎０１２０－９５－０１７８
　 ９時 30 分～ 20 時（土日祝は 17 時 30 分まで）

【マイナンバーカードの申請に必要なもの】
・二次元コード付き交付申請書または通知カード
・本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）

【マイナポイントの申込みに必要なもの】
※令和５年２月末までにカードの申請をした人が対象です。
➀マイナンバーカード
➁カード取得時に設定した４桁のパスワード
➂ キャッシュレス決済（電子マネーや〇〇Pay、クレジットなど）
　で使用するカードや、アプリが入ったスマートフォン
➃ （公金受取口座の登録をする場合）
　 ご本人名義の通帳など、口座情報がわかるもの 
（金融機関名、支店名、口座種類、口座番号が必要です）
※健康保険証の利用申込みの際は、健康保険証は不要です。
ポイントの申込みは令和５年９月末まで！お早めの申込みを！

【健康保険証・公金受取口座・マイナポイントの登録状況の確認】
健康保険証、公金受取口座の登録状況はマイナポータルから、マイ
ナポイントの登録状況はマイナポイントアプリから確認することが
できます。また、市役所申請窓口でも確認のお手伝いをします。
※市役所申請窓口で確認する場合は、マイナンバーカードとマイナ
　ンバーカードの暗証番号（数字４桁）が必要です。詳細は下記へ▼

　　ゆったりストレッチ教室
期間　➀ 10 月 10 日（火）～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年２月 29 日（木）　　５か月間　　　　　　　　　　　　　　　　　　
野口ふれあい交流センター体育館は、
➁ 10 月 13 日(金)

   ～ 12 月 22 日(金)　３か月間
※ 12 月 25 日～１月８日はお休み。
対象　別府市民
申込期限　９月 15 日（金）必着
申込方法　往復はがきで申込み。

電話での申込みはできません。
　希望教室を１か所選び、往復
　はがきに必要事項を記入のうえ、
　１人１枚（連名不可）で申込み。
※ 応募多数の場合は抽選。結果は

９月中旬頃に郵送します。

※野口ふれあい交流センターは体育館が工事予定のため、３か月開催です。
※施設整備の関係で急に教室が中止になる事があります。
問　健康推進課　☎２１－２１８８

場所 曜日・時間
南部地区公民館体育室 火 14：00 ～ 14：45 木 10：00 ～ 10：45
西部地区公民館体育室 月 ９：30 ～ 10：15 水 15：30 ～ 16：15
中部地区公民館体育室 月 10：45 ～ 11：30 木 12：50 ～ 13：35

朝日大平山地区公民館
体育室 月 14：00 ～ 14：45 水

９：30 ～ 10：15
10：45 ～ 11：30

北部地区公民館体育室 火 ９：30 ～ 10：15 金 13：00 ～ 13：45
北部コミュニティセンター

あすなろ館多目的ホール 火 11：00 ～ 11：45

野口ふれあい交流センター
体育室 月 15：00 ～ 15：45 金

９：30 ～ 10：15
10：45 ～ 11：30

日程表

参
加
者
住
所

参
加
者
氏
名  

様

【返信面】郵便番号 ➀参加者氏名
　（フリガナ）
➁ 日中連絡の
    とれる電話番号
➂住所
➃ 下表の参加希望の

場所・曜日・時間

【往信面】874-8511
※ここには何も
　記入しないで
ください。

別
府
市
役
所

健
康
推
進
課
内

﹁
ゆ
っ
た
り

ス
ト
レ
ッ
チ
教
室
﹂係

▶
往
復
は
が
き
記
入
内
容

募 集 農
地
農
業
相
談

日
時　

９
月
21
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容
農
地
、
農
業
に
関
す
る
相
談

相
談
員

農
業
委
員
、
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員

※
９
月
13
日
㈬
ま
で
に
電
話
で

左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
（21）
１
１
７
８

債
務
者
相
談
会（
要
申
込
）

弁
護
士
に
よ
る
相
談
会
で
す
。

お
困
り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

９
月
14
日
㈭

13
時
30
分
～
16
時
30
分

（
30
分
程
度
）

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
︱
２
会
議
室

定
員　

６
人（
先
着
順
）

※
事
前
に
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問

産
業
政
策
課

    
☎

（21）
１
８
８
１  

市報べっぷ 122023.9

地
元
農
産
物
等
を
活

用
し
た
新
商
品
を
開

発
し
ま
せ
ん
か

　

市
内
で
飲
食
店
・
宿
泊
施
設

を
営
む
事
業
者          　
　
　

な
ど
を
対
象
に　
　
　
　
　
　

地
元
農
産
物
な　
　
　
　
　
　

ど
の
地
域
資
源　
　
　
　
　
　

を
活
用
し
た
新　
　
　
　
　
　

商
品
開
発
に
係
る
費
用
を
支
援

し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

  

農
林
水
産
課
☎

（21）
１
１
３
３

問



９月は世界アルツハイマー月間、９月 21 日は世界アルツハイマーデーです
■
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
と
は

　

９
月
21
日
を
中
心
に
︑
認
知

症
に
関
す
る
理
解
を
高
め
る
た

め
に
全
世
界
で
啓
発
活
動
が
行

わ
れ
ま
す
︒
認
知
症
を
正
し
く

理
解
し
︑
認
知
症
の
人
と
そ
の

ご
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
︒

■
認
知
症
と
は

脳
の
働
き
が
弱
ま
り
︑
こ
れ
ま

で
培
っ
て
き
た
記
憶
や
思
考
な
ど

の
能
力
が
徐
々
に
低
下
し
日
常

生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な

状
態
を
い
い
ま
す
︒
認
知
症
は
誰

に
で
も
起
こ
る
脳
の
病
気
で
す
︒

２
０
２
５
年
に
は
65
歳
以
上
の
高

齢
者
の
５
人
に
１
人
が
認
知
症
に

な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
︒

■
「
も
し
か
し
た
ら
︑
認
知
症
か

も
︙
」
と
思
っ
た
ら

ま
ず
は
︑
か
か
り
つ
け
医
に
相

談
し
ま
し
ょ
う
︒

　

認
知
症
は
徐
々
に
進
行
す
る
病

気
で
す
が
︑
早
め
に
診
断
を
受
け

て
︑
症
状
に
あ
っ
た
﹁
治
療
と
対

策
﹂
を
始
め
れ
ば
︑
進
行
が
ゆ
る

や
か
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒　
　

　

ま
た
︑
薬
の
不
適
切
な
使
用
が

原
因
で
認
知
症
の
よ
う
な
症
状
が

出
る
こ
と
が
あ
り
︑
正
し
く
調
整

す
る
こ
と
で
回
復
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
︒
こ
れ
を
見
分
け
る
た
め

に
も
︑
早
め
に
か
か
り
つ
け
医
に

相
談
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
︒

■
認
知
症
に
関
す
る
取
組

◎
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

    　

別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会　
　

　
　

☎
（26)
６
０
７
０

　

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
医
と
専
門
職
で

構
成
す
る
認
知
症
の
支
援
チ
ー
ム
で

す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
か
ら
認

知
症
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
い
︑

必
要
に
応
じ
て
病
院
受
診
や
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
利
用
に
つ
な
げ

る
こ
と
で
適
切
な
支
援
を
し
ま
す
︒

支
援
対
象
者
は
40
歳
以
上
の
別

府
市
民
で
︑
自
宅
で
生
活
し
て
い

る
認
知
症
の
疑
い
の
あ
る
人
で
す
︒

◎
オ
レ
ン
ジ
ス
テ
ッ
カ
ー
交
付
事
業

認
知
症
の
人
が
ひ
と
り
歩
き
を

し
て
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合

に
︑
早
期
発
見
や
事
故
の
未
然
防

止
が
で
き
る
よ
う
﹁
別
府
市
オ
レ

ン
ジ
ス
テ
ッ
カ
ー
﹂
を
交
付
し
て

い
ま
す
︒
事
前
に
対
象
者
が
特
定

で
き
る
情
報
︵
特
徴
・
写
真
な
ど
︶

や
連
絡
先
な
ど
を
登
録
し
︑
そ
の

情
報
を
別
府
警
察
署
と
共
有
し
ま

す
︒保
護
さ
れ
た
場
合
︑本
ス
テ
ッ

カ
ー
に
よ
り
身
元
確
認
を
行
う
こ

と
が
で
き
︑
早
期
に
家
族
な
ど
へ

の
連
絡
が
可
能
に
な
り
ま
す
︒

◎
別
府
市
認
知
症
高
齢
者
等

　

個
人
賠
償
責
任
保
険
事
業

　

認
知
症
の
人
が
他
人
に
け
が
を
さ

せ
た
り
他
人
の
財
物
を
壊
し
た
り
し

て
︑
法
律
上
の
損
害
賠
償
を
負
っ
た

問

市報べっぷ13 2023.9

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

日
時
・
場
所

①
９
月
19
日
㈫　

10
時
～
11
時
30
分

社
会
福
祉
協
議
会
（
上
田
の

湯
町
）

②
９
月
26
日
㈫　

10
時
～
11
時
30
分

あ
す
な
ろ
館
（
平
田
町
）

内
容　

認
知
症
の
基
礎
知
識
や

　

認
知
症
の
人
へ
の
接
し
方

対
象　

認
知
症
に
つ
い
て
関
心

　

の
あ
る
人
、
認
知
症
の
人
へ

　

の
接
し
方
を
学
び
た
い
人　

　

で
、
こ
れ
ま
で
講
座
を
受
講

　

し
た
こ
と
が
な
い
人

申
込
方
法　

電
話
で
左
記
へ
申
込
み

　
　
　
別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
（26)
６
０
７
０

別
府
市
認
知
症

市
民
講
演
会

日
時    

９
月
27
日
㈬    

14
時
～
15
時
30
分                                 

場
所　

別
府
市
公
会
堂
大
ホ
ー

　

ル(

上
田
の
湯
町)　
　
　

内
容　

認
知
症
ご
本
人
の
講
演

会
、
認
知
症
ご
本
人
と
市
民

代
表
の
公
開
座
談
会

※
電
話
ま
た
は
ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー

ム
で
申
込
み
。

　
　
　
別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
（26)
６
０
７
０

問
申申

問

場
合
に
︑
保
険
金
の
支
払
い
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
保
険
料

は
不
要
で
す
︒︵
市
が
全
額
負
担
︶

　

保
険
に
加
入
で
き
る
人
は
︑
別

府
市
オ
レ
ン
ジ
ス
テ
ッ
カ
ー
交
付

事
業
に
登
録
し
て
い
て
在
宅
で
生

活
し
て
い
る
認
知
症
の
人
で
す
︒

◎
別
府
市
認
知
症
高
齢
者

　

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
購
入
費
等
助
成
金

　

高
齢
者
の
ひ
と
り
歩
き
に
よ
る

事
故
を
防
止
し
︑
高
齢
者
を
介
護

す
る
人
の
身
体
的
及
び
精
神
的
な

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

安
心
し
て
介
護
が
で
き
る
環
境

を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
︑

対
象
高
齢
者
１
人
に
つ
き
１
回
︑

２
万
円
を
上
限
に
機
器
購
入
費
な

ど
を
助
成
し
ま
す
︒

対
象
者
は
次
の
➀
➁
に
該
当
す
る

人
を
介
護
す
る
家
族
ま
た
は
親
族

➀
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

➁
次
の
ア
ま
た
は
イ
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

ア　

ひ
と
り
歩
き
を
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
概お

お
むね

65
歳
以
上
の
人

イ

65
歳
以
上
の
要
介
護
者
ま
た

は
要
支
援
者
で
あ
っ
て
︑
認
知
症

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
判
定

基
準
の
ラ
ン
ク
Ⅱ
以
上
の
人

※
詳
細
︑
不
明
な
点
は
左
記
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

介
護
保
険
課  

☎
（21)
１
４
６
３

    
                                 



体
育
館
空
調
設
備

の
お
知
ら
せ

９
月
か
ら
令
和
６
年
９
月
に
か

け
て
市
立
小
中
学
校
・
地
区
公
民
館

な
ど
の
体
育
館
に
、
空
調
設
備
を
設

置
し
ま
す
。
亀
川
小
学
校
・
南
小
学

校
・
別
府
中
央
小
学
校
・
野
口
ふ
れ

あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

令
和
５
年
９
月
１
日
か
ら
空
調
設
備

を
利
用
で
き
る
予
定
で
す
。

空
調
設
備
を
利
用
す
る
場
合

は
、
料
金
が
発
生
し
ま
す
。
小
中

学
校
体
育
館
に
関
す
る
こ
と
は
教

育
政
策
課
に
、
地
区
公
民
館
等
体

育
室
に
関
す
る
こ
と
は
社
会
教
育

課
に
お
問
い
合
わ
せ
を
。

料
金　

１
時
間
に
つ
き
500
円

(

９
月
１
日
～)

問

教
育
政
策
課    

☎
（21)
１
５
７
２

　
　
社
会
教
育
課　

☎
（21)
１
５
８
７

令
和
５
年
度
技
能
者

表
彰(

技
能
功
労
賞
・
優

秀
技
能
賞)

の
推
薦
募
集

　

優
れ
た
技
能
を
有
し
、
技
能

を
通
じ
て
後
継
者
の
育
成
ま
た

は
市
の
産
業
の
発
展
に
寄
与
し

た
人
を
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

対
象
技
能
職
種　

石
材
業
、
表
具
、

　

内
装
師
、
造
園
業
（
植
木
職
）、

　

印
刷
業
、
ガ
ラ
ス
職
、
写
真
師
、

　

印
章
彫
刻
士
、
配
管
業
、
衣
服

　

仕
立
職
、
家
具
製
作
業
、
広
告

　

美
術
業
、
電
気
業
、
塗
装
業
、

　

食
料
品
製
造
業
職
、
竹
工
芸
業
、

　

左
官
職
、
金
属
加
工
職
、
つ
げ

　

工
芸
業
、建
具
業
、ビ
ル
ク
リ
ー

　

ニ
ン
グ
、
畳
職
、
木
型
師
、　

　

建
設
関
係
技
能
職
な
ど

推
薦
者　

市
民
一
般
、
商
工
関

　

係
機
関
、
産
業
団
体
な
ど

推
薦
方
法
推
薦
書
に
記
入
・
押

印
し
、
左
記
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
。

募
集
期
限

10
月
31
日
㈫

※
郵
送
は
必
着

表
彰
式　

令
和
６
年
１
月
予
定

※
推
薦
書
・
推
薦
要
領
は
、
市

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

産
業
政
策
課
☎

（21)
１
１
３
２

屋
外
広
告
物
適
正
化
旬
間

　

９
月
１
日
㈮
～
10
日
㈰
は
屋

外
広
告
物
適
正
化
旬
間
で
す
。

県
で
は
、「
良
好
な
景
観
の
形
成
」

「
自
然
の
お
も
む
き
の
維
持
」「
広

告
物
の
倒
壊
・
落
下
な
ど
に
よ
る

危
険
防
止
」
の
た
め
、
屋
外
広
告

物
条
例
を
定
め
、
設
置
場
所
や
大

き
さ
な
ど
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

良
好
な
景
観
形
成
と
広
告
物
に

よ
る
事
故
防
止
の
た
め
、
適
正
な

表
示
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

大
分
県
別
府
土
木
事
務
所

管
理
課　

☎
（67）
０
２
１
２

問

指
定
管
理
者
募
集

市
の
施
設
の
管
理
運
営
に
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
し
、
民
間
活
力

に
よ
る
管
理
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
募
集
要
項
は
配
布
開
始
日
以

　

降
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

応�募方法
『➀答え（○の中に当てはまる文字）➁郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号➂今月号で印象に残っ
た記事➃市報へのご意見、ご感想など』を記入の
うえ、応募フォームまたははがきでお送りくださ
い（１人１回）。正解者の中から抽選で５人に粗
品を進呈します。なお、当選者の発表は発送をもっ
て代えさせていただきます。
宛先 〒 874-8511　
　　　別府市秘書広報課
締切 ９月 22 日（金）必着
７月号の答えは「火の海」でした。
たくさんのご応募ありがとう
ございました。

����問題�「○○○○ワールドカップ 2023
����パブリックビューイング」（ヒント：裏表紙）

今 月 の ク イ ズ

こちらから

応募▼

♨別府市ホームページ（スマートフォン対応）
　https://www.city.beppu.oita. jp/
♨市公式 SNS（LINE/Instagram/Facebook/Twitter）
　四季折々の行事や風景、イベントなど様々な
　お知らせを発信しています。
♨マチイロ（スマートフォン用アプリ）

いつでもどこでも市報がご覧になれます。
♨ＣＴＢ別府市だより
　月～金曜日　10：50、12：50、18：50、22：50（毎週月曜日更新）
♨ＣＴＢきかせてナガノさん　
　日曜日　８：30、14：30、22：30
♨バンブーシアター

市役所１階正面玄関ロビーに設置している大画面のシアター
　で、別府の観光や文化の動画などを放映しています。
♨別府市災害連絡掲示板（Facebook）
♨声の市報・点字市報 視覚に障がいのある方にお送りしてい

ます。秘書広報課（☎２１－１１２３）へお問い合わせください。

別府市からのお知らせ
市
Ｈ
Ｐ

市
Ｓ
Ｎ
Ｓ

マ
チ
イ
ロ

市報べっぷ 142023.9

募集する施設 募集要項の
配付開始日 現地説明会日程 申請書受付期間 問合せ先

ハイパフォーマンス
ジム別府 ９月６日（水） ９月 21 日（木）10 月 13 日（金）～

20 日（金）
スポーツ推進課

☎２１－８０８８
別府市市民ホール

（ ビ ー コ ン プ ラ ザ
フィルハーモニア

ホールほか）
８月 23 日（水） ９月８日（金） 10月16 日（月）～

23 日（月）
観光課

☎２１－１１２８

※上記スケジュールは変更になる場合がありますので、最新情報は市ホームページでご確認ください。



マイ・タイムライン
災害レベルに応じた

「避難行動計画」を簡単
に作成

サトモリ
災害マップ・家族連携機能・マ
イタイムラインなどが搭載され、
無料で利用できます。ぜひ活用
いただき皆様の安全な避難行動
に役立ててください。

詳細は
こちら▶ 

市報べっぷ15 2023.9

非常
持出品

　避難する時に持ち出すものを非常持出袋にまとめ、すぐに持ち出せる場
所に用意しましょう。

■ 懐 中 電 灯 ■ 情報・通信機器 ■ 救 急 医 薬 品
できれば一人に一つ

（予備の電池も忘れず
に準備）

携帯ラジオ、スマート
フォン、モバイルバッ
テリーなど

消毒薬、包帯、絆創膏、
風邪薬など（常備薬
があれば必ず準備）

■ 貴 重 品
現金、預金通帳、印
鑑、免許証、保険証、
キャッシュカードなど

■ 非 常 食
ペットボトルの水、
調理不要な乾パンや
缶詰など

■ 衣 類 ・ そ の 他
着替え、下着、タオル、
ティッシュ、洗面用具、
生理用品など

■ 赤 ち ゃ ん が い る 場 合
　粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、     
                       　    紙おむつなど

■ お 年 寄 り が い る 場 合
メガネ、入れ歯、補聴器、
大人用おむつなど

災害用
備蓄品

■ 感 染 症 対 策　　　　　　　　　　　  マスク、
    体温計、アルコール消毒液など

　電気・ガス・水道などライフラインが止まった場合に備え、
飲料水や食料などを７日分程度備蓄しておきましょう。

■ 食 料 品 ■ 水

■ 燃 料

米、缶詰、レトルト食
品、カップ麺、栄養補
助食品、粉ミルクなど

飲料水は１日３リットル
が目安。生活用水は浴槽
などに貯水しておく。

　　　　　　　　　　　　カセットコンロや固形
燃料、蓄電池など。カセットコンロのガスボンベ
は多めに用意しておく。

普段から少し多めに買っておき、期限
が近いものから消費した後、その分を
買い足していくローリングストック法
が効果的です。

災
害
災
害
に
備
え
て
い
ま
す
か

ー
今
日
の
備
え
が
明
日
の
あ
な
た
を
救
う
ー蓄える

日常で
使う補充する

問

防
災
危
機
管
理
課　

☎
（21）
２
２
５
５

■ 赤 ち ゃ ん が い る 場 合
　粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、     
                       　    紙おむつなど
　粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、     
                       　    紙おむつなど

　電気・ガス・水道などライフラインが止まった場合に備え、

                       　    紙おむつなど

保 存 版

災害マップ
マップ上に現在位置や
自宅位置の各種災害情
報や避難所を表示

家族連携機能
災害時に事前に連携し
た「家族等の位置情報」
を確認

　ハザードマップなどで自分の住む場所の危険性を確認した後、
次の手順で避難先を決めてください。感染症対策のため、まずは➀➁を検討しましょう。

➀在宅避難 ( 安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はあ
りません )…浸水や土砂災害の危険性がなく、自宅に留ま
ることが可能な場合は、自宅で避難生活をするための災害
用備蓄などに努めてください。
➁親戚や友人宅などへの避難…自宅以外の避難生活が
必要な人は、避難所が過密状態になることを防ぐため、で
きる範囲で安全な地域にお住まいの親戚や友人宅などへの
避難を検討してください。

警戒レベル マーク 行動

５ 直ちに身の安全を確保

４ 危険な場所にいる人は全員避難

３ 危険な場所にいる人のうち、
高齢者などの移動に時間がかかる人は避難

緊急
安全確保

避難指示

高齢者等
避難

警戒レベル５の
発令を待つ

ことなく、警戒
レベル４が

出たら直ちに、
安全な場所

へ移動してくださ
い！

▶左記の➀➁が困難な人は避難所へ避難
危険な場所にいる人は避難することが原則です。

避難先 ▼

　電気・ガス・水道などライフラインが止まった場合に備え、


